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教育委員会の事務に関する点検評価 

 

 

 

 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の規定により、全ての教育委員会は、毎

年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行いその結果に

関する報告書を公表することとされています。 

 皆野町教育委員会では、同法の規定に基づき、効果的な教育行政の推進に資すると共に、

町民への説明責任を果たすため、「教育委員会の事務に関する点検評価」を実施し、報告

書にまとめました。 

 

  

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

  （昭和３１年６月３０日法律第１６２号）より抜粋 

  （教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

 

第２６条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第一項の規定により教育

長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第四項の規定により事

務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について

点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出すると

ともに、公表しなければならない。 

 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を

有する者の知見の活用を図るものとする。 

 

 

 

 

 

 この点検評価は、首長から独立した合議制の教育委員会が決定する基本方針に沿って具

体的な教育行政が執行されているかどうかについて、教育委員会自らが事後にチェックす

ることにより、地域住民に対する説明責任を果たし、効果的な教育行政の推進に資するこ

とを目的としています。 

 

 

 

 

 皆野町では、第５次皆野町総合振興計画「住んでみたいまち 住み続けたいまち とき

めきの皆野」に基づき、教育行政を推進しています。そして本計画に基づき実施されてい

る６０の具体的な施策について、成果指標の達成状況及び各事業の取組状況を踏まえて点

検評価を実施しました。その後、課題、今後の展望を明らかにし、PDCAサイクルに基づい

た継続的な教育行政の推進に資することとしました。 

１ 趣 旨 

２ 点検評価の目的 

３ 点検評価の対称及び方法 
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要 点 

 豊かな心と多彩な文化を育むまち－教育・文化の向上－を基本にすえ、 

○ふるさとを愛し、夢と志をもち、未来を切り拓くことのできる人間の育成を目指す 

○「生きる力」（確かな学力・豊かな心・健やかな体）を育む 

○グローバル化に対応し、我が国と郷土に誇りをもち、コミュニケーション能力を有し、国

内外で活躍する人材を育成する 

○町民一人一人が自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、生涯にわたり学

びを支援する 

○コロナ禍における新しい生活を踏まえた教育活動を推進する 

 

 

Ⅰ まちづくりの主要目標 

  豊かな心と多彩な文化を育むまち 

 

Ⅱ 基本理念 

  心にふるさとと夢を宿し、生きる力を培う教育と文化の町をめざす皆野教育 

 

Ⅲ 推進する施策 

１ 確かな学力と自立する力の育成 

２ 豊かな心と健やかな体の育成 

３ 質の高い教育環境の整備 

４ 伝統文化継承と文化財保護・活用の推進 

５ 「ひと」が輝くまちづくり  

 

Ⅳ 重点施策 

推進する施策  重   点   施   策 

１ 

確かな学力

と自立する

力の育成 
① 

一人ひとりの学力を確実に伸ばす教育の推進 

 ア 家庭学習習慣化の推進 

 イ 家庭学習の確実な定着を図るツールとしての一人一台端末の効果的

な活用の推進 

 ウ 「個別最適な学び」「協働的な学び」を取り入れた授業方法や授業

形態の工夫 

② 

基礎基本の定着と思考・判断・表現力を養う教育の推進 

 ア 基礎的読解力の育成 

 イ 主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善 

 ウ 学校司書・図書支援員を活用した学校図書館教育の充実 

４ 教育行政施策 
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③ 

キャリア教育・職業教育の推進 

 ア 幼稚園・小中学校におけるキャリア教育の推進 

 イ キャリアパスポートをとおした小中学校の連携の推進 

 ウ 職場体験をはじめさまざまな体験活動を通じた勤労観・職業観の醸成 

④ 

グローバル化に対応した外国語教育の推進 

 ア 英語によるコミュニケーション能力の育成 

 イ 大学等の教育機関と連携を通じた外国人留学生等との交流 

 ウ 幼・小・中一貫した外国語活動、外国語科、英語科カリキュラムの

推進 

⑤ 

幼・小・中学校一貫教育の推進 

 ア 幼稚園、小中学校一貫キャリアカリキュラム（みなの学）の具現化 

 イ 特別支援教育の推進 

 ウ 教育相談・生徒指導に係る小中連携の推進 

２ 

豊かな心と

健やかな体

の育成 ① 

幼児教育の充実 

 ア 魅力ある幼稚園づくりの研究 

 イ 豊かな自然とふれあい元気な心身を育む園庭の整備 

 ウ 人間の根っこづくり「乗り越える力」「たくましい力」の育成 

 エ 関係機関による情報交換の実施 

② 

全教育活動を通じた人権教育・道徳教育の推進 

 ア 皆野っ子生活のめあて（あいさつ・返事・時間・姿勢）の普及啓発  

 イ 自他を認める人権感覚を育む人権教育の充実 

 ウ 道徳教育推進教師を中心とした指導体制の確立 

 エ 学校同和教育に係る教員の指導力の向上 

③ 
生徒指導・教育相談の充実 

 ア 関係機関等と連携したいじめ・不登校対策の充実 

イ 教育相談員を活用した適応指導教室の充実 

④ 

食育の推進 

 ア 「早寝・早起き・朝ごはん」の推進 

 イ 栄養教諭を活用した食育授業の実践 

 ウ 生きた職員活動と子供たちの健やかな成長の拠点として魅力ある給

食センターづくりの推進 

⑤ 

生涯スポーツ・地域スポーツの推進 

 ア スポーツ推進員等による児童生徒の体力向上事業の推進 

 イ マレットゴルフの普及とマレットゴルフ場の利用者拡大 

 ウ ふれあいプール・ホットをはじめとした体育施設の効果的な活用・

利用者拡大 

 エ 町内をフィールドとしたイベント等の事業の充実 

３ 

質の高い教

育環境の整

備 

 

① 

子供たちの安全・安心の確保 

 ア 感染予防対策と健康教育の充実 

 イ 防災教育・交通安全教育の充実 

 ウ 家庭や地域と連携した地域の見守り体制の充実 
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② 

教職員の資質向上 

 ア ICT活用指導力の向上に向けた研修とサポート体制の充実 

 イ 指導主事・学校教育指導員による指導助言及び研修体制の充実 

 ウ 教職員不祥事根絶のための計画的・組織的な取組の推進 

 エ 特別支援教育指導員等を活用した就学支援体制の充実 

③ 

学習環境の整備・充実 

 ア 多様な学習方法・教育活動に対応した学校施設・設備の整備・充実 

 イ 施設長寿命化計画に基づく老朽化対応・長寿命化改修 

④ 

地域と連携した教育の推進 

 ア チーム学校づくりの推進 

 イ 学校における働き方改革の推進 

 ウ コミュニティ・スクールによる地域との連携・協働 

４ 

伝統文化継
承と文化財
保護・活用
の推進 

① 

郷土芸能等後継者の育成 

 ア 伝統と文化を尊重する教育の推進 

 イ 後継者育成の推進 

② 

文化財の保護・活用 

 ア 個人所有等を含めた文化財の調査・記録・保存の管理指導の推進 

 イ 案内板等の充実等見学場所としての活用の推進 

 ウ 歴史・文化を体系的に学ぶカリキュラムの作成等出前講座・授業の

実施 

③ 

文化・芸術活動の振興 

 ア 文化会館等を活用した文化芸術活動の推進 

 イ 文化芸術活動等への支援等文化団体同士等の交流を促進し、発表機会

の充実 

５ 

「ひと」が
輝くまちづ
くり 

① 

人権・同和対策の推進 

 ア 同和問題をはじめとした、あらゆる人権問題を解決するための人権

教育・人権啓発活動の推進 

 イ 差別意識や偏見解消のため、正しい知識・理解を深める研修会等の

啓発事業の推進 

 ウ 教職員が人権問題を意識し、子供たちが主体的に行動できる教育の

推進 

② 

男女共同参画社会の実現 

 ア 男女平等を実現する啓発活動の推進 

 イ セクシャルハラスメントやＤＶ等の防止活動の推進 

 ウ 教職員への研修機会の確保 

③ 

国際理解教育・国際交流の推進 

 ア 地域の外国人と交流し異文化理解を深める活動の推進 

 イ 外国の学校の生徒たちとの交流 

 ウ 修学旅行等における外国人との交流 
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１ 確かな学力と自立する力の育成 

①一人ひとりの学力を確実に伸ばす教育の推進 

具体的事業 成果及び課題 

ア 家庭学習習慣化の推進 

・児童生徒一人５冊無償配付 

・みなの教育プランに掲げた各学年の家庭学習時

間が目安となり、小中ともに、児童生徒の家庭学

習の習慣化が図れている。 

・「みなのっ子家庭学習のすすめ」リーフレットを

全児童生徒に配付し、活用事例を紹介したことで、

家庭学習の質の向上が見られた。皆野っ子自主学

習ノートは、1月８日現在小学生は平均 3.9冊、

中学生は平均 3.5冊活用されている。 

イ 家庭学習の確実な定着を図るツールとして

の一人一台端末の効果的な活用の推進 

・家庭学習としてのタブレットの活用 

・学習内容の確実な定着を図る手段として、授業

でのタブレットの活用を積極的に取り組んだ。皆

野小の生活科と社会科、皆野中の数学科では実証

実験としてデジタル教科書を活用して学習内容の

確実な定着や個別最適な学びを推進することがで

きた。 

ウ 「個別最適な学び」「協働的な学び」を取

り入れた授業方法や授業形態の工夫 

・指導主事及び学校教育指導員による学校訪問 

・月一回の指導主事及び学校教育指導員による学

校訪問において、授業参観の後、学校長へ指導・

助言を実施した。また、指導主事による示範授業

を５回実施し、「個別最適な学び」「協働的な学び」

を取り入れた授業方法や授業形態の工夫について

支援した。また、委託業者に依頼し「e-ライブラ

リ」の活用研修を小中学校で実施し、個別最適な

学びへ生かすことができた。 

②基礎基本の定着と思考・判断・表現力を養う教育の推進 

具体的事業 成果及び課題 

ア 基礎的読解力の育成 

・小学生パワーアップテストの実施 

・リーディングスキルテストの実施 

・12月初旬に業者作成の小学校パワーアップテス

トを全学年で実施し、既習事項の定着度の確認と

教師による授業改善に生かすことができた。 

・中学校では、リーディングスキルテストを２月

に実施し生徒の読解力の現状把握と今後の授業改

善等に向けた方策を計画することができた。 

イ 主体的・対話的で深い学びの視点からの授

業改善 

・皆野町学力向上リーフレットの作成・配付 

・皆野町学力向上リーフレットの作成・配付を通

じて、授業改善を図り、児童生徒が主体的に学習

に臨む姿が多くみられるようになった。 

ウ 学校司書・図書支援員を活用した学校図書

館教育の充実 

・皆野中学校の取り組みの各小学校への普及 

・図書室図書利用勧奨 

・学校司書・図書支援員を活用し、学校図書館教

育の充実を図ったことで、図書室の図書利用割合

が昨年度より２０％以上増え、読書好きな児童生

徒が増加した。 

５ 重点施策の点検評価 
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③キャリア教育・職業教育の推進 

具体的事業 成果及び課題 

ア 幼稚園・小中学校におけるキャリア教育の

推進 

・特別の教科道徳・総合的な学習の時間・特別

活動におけるキャリア教育の位置づけ 

・特別の教科道徳・総合的な学習の時間・特別活

動において、キャリア教育の位置づけを明確にし

たことで、園・各学校において、地域の人材を活

用しながら体系的・系統的なキャリア教育を推進

できた。 

イ キャリアパスポートをとおした小中学校の

連携の推進 

・キャリアパスポートの活用 

・全児童生徒がキャリアパスポートを活用し、目

標を設定したり、自己を見つめ直したり、行動を

振り返ったりする活動を通じて、キャリア教育の

充実が図れた。また小中連携の推進にも寄与した。 

ウ 職場体験をはじめさまざまな体験活動を通

じた勤労観・職業観の醸成 

・中学生の職場体験実施 

・体験活動の実施 

・コロナ禍の影響で職場体験は実施できなかった。

次年度はコロナ感染状況を見極め、感染対策を講

じたうえで積極的な計画・実施を目指す。 

④グローバル化に対応した外国語教育の推進 

具体的事業 成果及び課題 

ア 英語によるコミュニケーション能力の育成 

・小学校高学年専科化と小１から小４までの教

科担任制の導入 

・業務委託による幼稚園・中学校への ALT派遣 

・小学校高学年専科化と小１から小４までの教科

担任制の導入を図り、専門性に長けた教員が授業

を実施したことで英語によるコミュニケーション

能力の育成を図ることができた。 

イ 大学等の教育機関と連携を通じた外国人留

学生等との交流 

・中学校修学旅行による留学生活用事業 

・早稲田大学と連携し、１年生英語科の授業にお

いて、タイのパンヤピワット経営大学の学生との

交流会を実施した。生徒たちは臆することなく自

分から英語を使って自己紹介したり、ジェスチャ

ーを交えて対話したりする姿がみられ、異文化交

流の視点からも大変貴重な時間となった。 

ウ 幼・小・中一貫とした外国語活動、外国語

科、英語科カリキュラムの推進 

・「皆野町の 12年間を見通した教育課程イメージ」

を設定し、発達段階や系統性に留意しつつ、教職

員が共通理解を図ることができた。また、２年生

英語科の授業で、オーストラリアの高校生と、英語

の授業を通して交流を実施した。生徒たちは、英

語でどう表現すればよいのか考えながら、楽しそ

うに、交流する姿が見られた。この経験を通して、

国際交流により興味・関心を高めることができた。 

⑤幼・小・中一貫教育の推進 

具体的事業 成果及び課題 

ア 幼稚園、小中学校一貫キャリアカリキュラ

ム（みなの学）の具現化 

・幼稚園、小中学校一貫キャリアカリキュラム

（みなの学）の整理・価値づけ・周知 

・園各校に依頼し、幼稚園、小中学校一貫キャリ

アカリキュラム（みなの学）の整理・体系化を図

った。 
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イ 特別支援教育の推進 

・教育形態変更等の理解促進 

・特別支援教育指導員による学校訪問 

・特別支援教育指導員による学校訪問を実施し、

教育形態変更等の理解促進を図ることができた。 

・学習支援員研修を年度当初実施し、特別支援学

級や通常級に在籍する配慮を要する児童生徒への

実践的研修や情報交換をすることによって、合理

的配慮を含めた、効果的な支援をすることに繋が

った。 

・特別支援教育推進計画「皆野町の特別支援教育」

を策定し、関係機関と連携を図りながら支援を推

進した。 

・就学支援委員会の答申を活用し、適切な教育形

態変更への合意形成を実施した。 

ウ 教育相談・生徒指導に係る小中連携の推進 

・皆野町生徒指導推進委員会の開催 

・小中情報交換会の開催 

・生徒指導推進員会を２回開催し、各校の生徒指

導や教育相談に係る課題や方策を協議し、各校で

効果的に積極的な生徒指導や個々の児童生徒の内

面に寄り添った教育相談が実施できつつある。 

・小中情報交換会を２回実施し、確実な情報共有

と引継ぎを行い、いわゆる中１ギャップの解消を

図った。 

 

２ 豊かな心と健やかな体の育成 

①幼児教育の充実 

具体的事業 成果及び課題 

ア 魅力ある幼稚園づくりの研究 

・冬休みの預かり保育実施 

・未就園児保育「み～なクラス」の実施 

・良いところを認めて伸ばす保育をモットーに、園

児や保護者に寄り添うきめ細やかな保育が行われた。

また冬休みの預かり保育の実施や未就園児保育「み

～な教室」の実施を通じて、保護者の理解や協力が

得られるようになった。 

イ 豊かな自然とふれあい元気な心身を育む

園庭の整備 

・園庭整備工事 

・既設危険遊具の廃止を実施するとともに、安全で

園児の心身育成に効果的な新しい遊具の設置を実施

した。先に実施した園庭の芝生化と併せて魅力的な

園庭整備ができた。 

ウ 人間の根っこづくり「乗り越える力」「た

くましい力」の育成 

・自然体験活動（野菜栽培・川遊び） 

・保育の創造～子供がワクワクする環境の中

で～を研究主題とした園内研修の実施 

・園内研修の充実を図り、教職員の園児との関わり

や保育活動の意義について学ぶことができ、質の高

い園保育を推進することができた。また、自然体験

活動（野菜栽培・川遊び）を多く取り入れるなかで、

道徳性・規範意識の芽生えや思いやりの心を育むこ

とができた。 

エ 関係機関による情報交換の実施 

・小学校との情報交換会の開催 

・相互の参観日を計画し、情報交換をすることで、

幼小の連携強化を図り、円滑な就学ができるようき

め細やかな配慮を行った。 
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②全教育活動を通じた人権教育・道徳教育の推進 

具体的事業 成果及び課題 

ア 皆野っ子生活のめあて（あいさつ・返

事・時間・姿勢）の普及啓発 

・みなの教育プランリーフレットの作成・配布 

・園・各校で重点的に、皆野っ子生活めあて（あい

さつ・返事・時間・姿勢）を意識して指導したこと

で、学びに向かう意欲化が図れた。 

イ 自他を認める人権感覚を育む人権教育の

充実 

・学級活動における人権に関する授業の実施 

・小中学校の学級活動の時間で「自他を思いやる」

ことを題材に、人権教育に係る情報モラルや情報リ

テラシーに関する授業を発達段階に応じて実施した。 

ウ 道徳教育推進教師を中心とした指導体制

の確立 

・特別の教科道徳の公開授業研究会の実施 

・小中全ての学校において、道徳教育推進教師を中

心とした指導体制を確立し、特別の教科道徳の公開

授業を実施した。 

エ 学校同和教育に係る教員の指導力の向上 

・皆野町夏季人権研修の開催 

・皆野町教職員夏季人権研修会を実施し、学校同和

教育に係る教員の指導力の向上を図ることができた。 

③生徒指導・教育相談の充実 

具体的事業 成果及び課題 

ア 関係機関等と連携したいじめ・不登校対

策の充実 

・北部教育事務所と町教委の学校訪問の実施 

・健康こども課、児童相談所と連携し、いじめ・不

登校対策を更に強固にする体制ができた。皆野中学

校では、児童相談所と連携した研修に参加した。 

・各校で生徒指導部会・教育相談部会を定期的・臨

時的に開催して情報共有と共通行動をすることがで

き、組織的・効果的に課題を解決することができた。 

イ 教育相談員を活用した適応指導教室の充

実 

・み～な教室の学校実施（分室） 

・不登校不適応児童生徒に対して、み～な教室の分

室を設けたことで、該当児童生徒の自立に寄与する

契機となった。 

・スクールソーシャルワーカーと連携を図り、不登

校生徒３名がみ～な教室で学習した。中学校に繋げ

るため、週２回は、み～な教室の学校実施（分室）

を行った。 

・中学校にサポートルーム（SR）を開設し、非常勤

講師を配置したことで不登校・不適応生徒の心に寄

り添い自立へ向けた支援の充実を図ることができ、

不登校生徒数が６名減少した。 

④食育の推進 

具体的事業 成果及び課題 

ア 「早寝・早起き・朝ごはん」の推進 

・みなの教育プランリーフレットの作成・配

布 

・みなの教育プランリーフレットの作成・配布をし

たことで、基本的生活習慣の確立を図ることができ

た。家庭によっては意識に温度差があり二極化する

状況も見られるため、継続的な啓発が必要である。 

イ 栄養教諭を活用した食育授業の実践 

・栄養教諭の訪問による食育授業の実践 

・栄養教諭による食育授業を小中含め、100回実施

し、食育の推進を図り、児童生徒の食生活への理解

や豊かな心の育成に寄与した。 

ウ 生きた職員活動と子供たちの健やかな成

長の拠点として魅力ある給食センターづく

りの推進 

・学校給食センターの竣工に向けた計画の策定 

・「皆野町の新しい学校給食の基本方針」に基

づく給食施設設備の検討 

・新学校給食センターの設計等の実施に向けた基本

計画の策定においては必要面積の算定・各法規制等

の専門的な見地を要するため、時間を要している。 

改めて基本計画の策定を専門業者に委託することに

計画を変更し実施していく。令和５年８月を目途に

基本計画を策定する。 
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⑤生涯スポーツ・地域スポーツの推進 

具体的事業 成果及び課題 

ア スポーツ推進員等による児童生徒の体力

向上事業の推進 

・体力テストの分析結果に基づいた児童生徒

各々にあった教室の実施 

・種目別ステップアップ教室を実施。参加児童生徒

の種目に応じ、外部講師を招いて専門的な指導を行

った。参加者の意欲向上に努め、保護者からも好評

をいただいた。 

イ マレットゴルフの普及とマレットゴルフ

場の利用者拡大 

・体験教室等の実施 

・町・協会主催教室等と連携し、町内外の若

い世代へのＰＲ 

・町体験教室はコロナ禍のため中止。 

・町及びスポーツ協会皆野支部と連携し、若い世代

も対象にして教室及び体験会を実施した。町職員の

体験会では若い世代の参加も 10人以上あった。 

ウ ふれあいプール・ホットをはじめとした

体育施設の効果的な活用・利用者拡大 

・ふれあいプール開館 30周年記念事業の実施 

・ＨＰ等を活用等し、町内外への積極的なＰ

Ｒ 

・プール 30周年記念イベント「水泳大会」を実施

し、新規来場者を獲得できた。 

・ＨＰおよび報道発表による、効果的な広報ができ

た。 

・温水プール事業の終了方針が示された。今後は事

業終了に向けた計画を具体化する必要がある。 

エ 町内をフィールドとしたイベント等の事

業の充実 

・みなのフォトフィールディングの開催 

・盛大に開催された「第 3回みなのフォトフィール

ディング」。町内の名所、商店がチェックポイントと

なり、スポーツ、文化、産業など様々な面で効果を

発揮することができた。 

 

３ 質の高い教育環境の整備 

①子供たちの安全・安心の確保 

具体的事業 成果及び課題 

ア 感染予防対策と健康教育の充実 

・保健体育科または学級活動における指導 

・感染症予防について、保健体育科または学級活動

での授業を実施したことで、コロナ禍における感染

予防対策と健康教育の推進が図れた。 

イ 防災教育・交通安全教育の充実 

・通学路危険箇所調査の実施と対応 

・秩父地区通学路安全検討委員会に、道路改良等の

要望を提出した。 

ウ 家庭や地域と連携した地域の見守り体制

の充実 

・スクールガードリーダーを中心とした小学

生登下校の見守りの実施 

・スクールガードリーダーを中心とした小学生登下

校の見守りの実施を行ったことで、１月８日現在今

年度の登下校時の交通事故は０件である。 

・今後は見守り活動を実施してくださる人材の確保

と後継者の育成が課題である。 

②教職員の資質向上 

具体的事業 成果及び課題 

ア ICT活用指導力の向上に向けた研修とサ

ポート体制の充実 

・ICT活用指導力の向上に向けた研修の実施 

・ＧＩＧＡスクールサポーターの派遣 

・児童生徒一人一台に整備した端末の活用について、

教職員が通常授業やオンライン授業等に臨めるよう

研修会を実施した。基礎編・応用編の全２回、管理

職と授業を行う教員全員を対象とした。 

・端末利用に関する疑問点を解消するため、ICTに

精通したＧＩＧＡスクールサポーターを、各校に月

１回以上派遣した。その結果、教職員の疑問点やＧ

ＩＧＡスクールに対する不安等の解消に寄与した。 



10 

 

イ 指導主事・学校教育指導員による指導助

言及び研修体制の充実 

・月例・要請訪問による指導助言の実施 

・月例・要請訪問（10回）による指導助言を実施し

たことで、各校の授業改善や教職員の指導力の確実

な向上が見られた。 

ウ 教職員不祥事根絶のための計画的・組織

的な取組の推進 

・園各校における意図的計画的な継続した不

祥事防止に係る研修の実施 

・園・各校において、組織的・計画的・継続的な不

祥事防止研修を月２回以上実施し、教職員の意識改

革を図り、教育公務員としてのさらなる資質向上に

寄与した。 

エ 特別支援教育指導員等を活用した就学支

援体制の充実 

・特別支援教育指導員による学校訪問 

・幼稚園、保育園を訪問して対象幼児の実態把握の

ため関係職員及び保護者との面談を行い、関係職員

への支援及び保護者へのアドバイスを行い、適正な

就学支援につながった。 

・定期的な学校訪問により障害等により支援を要す

る児童生徒（通常学級在籍児童も含め）への個別の

支援を継続して行い、障害に伴う各課題の改善を行

うことができた。併せて担任及び保護者面談を実施

し、児童生徒理解の推進につながった。 

③学習環境の整備・充実 

具体的事業 成果及び課題 

ア 多様な学習方法・教育活動に対応した学

校施設・設備の整備・充実 

・ICT設備等の充実 

・ICTを活用した学力の向上に向けた教職員

への支援の実施 

・ICTを活用した働き方改革に向けた教職員

への支援の実施 

・各家庭からの欠席連絡をスマートフォンアプリケ

ーションで行うシステムを導入したことで、学校で

の電話対応、集計作業の時間を短縮し働き方改革の

一助となっている。 

 

イ 施設長寿命化計画に基づく老朽化対応・

長寿命化改修 

・「皆野町学校施設長寿命化計画」に基づく学

校施設の長寿命化の実施 

・皆野中学校屋内運動場屋根改修工事を実施し、雨

漏り等の対応を実施した。 

・皆野小学校・皆野中学校の照明 LED化工事設計を

実施し、令和５年度以降工事を推進する。 

④地域と連携した教育の推進 

具体的事業 成果及び課題 

ア チーム学校づくりの推進 

・企画委員会の実施 

・企画委員会を計画的に実施し、園長・学校長の経

営方針に則って、効果的な保育・教育活動が実施で

きるようにした。 

イ 学校における働き方改革の推進 

・働き方改革基本方針の改訂 

・業務の見直し・改善 

・各学校にタイムカードを導入し、教職員の出退勤

時刻と時間外勤務時間を視覚化することができた。

また、月ごとにまとめたデータの提出を義務付けて

おり、働き方改革の推進に寄与した。 

ウ コミュニティ・スクールによる地域との

連携・協働 

・コミュニティ・スクールにおける「熟議」

の実施 

・幼稚園や各小中学校が、コミュニティ・スクール

として、学校運営協議会を年間３回～５回実施した。

毎回、「150周年式典について」や「今後の部活動

の在り方」等テーマを設定して「熟議」を実施し、

今後の学校運営に活かすことができた。 
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４ 伝統文化継承と文化財保護・活用の推進 

①郷土芸能等後継者の育成 

具体的事業 成果及び課題 

ア 伝統と文化を尊重する教育の推進 

・小中学校で民俗芸能授業を実施するための

教材作成 

・伝統文化体験事業の立案 

・町指定無形民俗文化財「奈良尾の獅子舞」を対象

とした記録保存の動画（15分）を作成した。 

・伝統文化体験事業として、落語と紙切り、狂言の

鑑賞会を、町内小学５・６年生を対象に実施した。

当日は、149名が鑑賞し、大好評だった。  

イ 後継者育成の推進 

・各団体の記録保存映像の作成 

・各団体や芸能の概要をまとめた報告書及び

広報用冊子の作成 

・町指定無形民俗文化財「奈良尾の獅子舞」を対象

とした記録保存の動画（15分）を作成した。関係団

体から、意義ある記録とお褒めの言葉を頂いた。 

②文化財の保護・活用 

具体的事業 成果及び課題 

ア 個人所有等を含めた文化財の調査・記

録・保存の管理指導の推進 

・個人所有を含む文化財の実態調査 

・企画展の開催や広報、文化財マップ等の普

及資料整備 

・ミニパネル展「秩父と皆野との武士」を開催した。

来場者 374名。これに合わせ大浜氏の古文書調査を

実施した。 

・ミニ企画展「皆野の俳句～戦中編～」を開催した。

これに合わせ個人所有及び旧壺春堂醫院内の近代俳

句関連資料調査を実施した。来場者 353名。埋もれ

た近代俳句の発掘に繋がったと各報道機関及び来場

者から高い評価を頂いた。 

イ 案内板等の充実及び見学場所としての活

用の推進 

・未指定文化財や観光と結びつけた看板作成 

・「用土氏石宮」、「大渕古墳」の解説看板を設置し

た。また龍ヶ谷城入口の案内看板と「国神の大イチ

ョウ」看板の整備も実施した。観光客から、「わか

りやすくなった。」という声を頂いた。 

ウ 歴史・文化を体系的に学ぶカリキュラム

の作成及び出前講座・授業の実施 

・町内文化財を用いた出前講座・授業の実施 

・出前授業の基礎となる文化財や町内の歴史

のストーリー案作成 

・文化財保存活用地域計画に準じるものとして、町

内の文化財や歴史を概観する６つのストーリーを作

成し、文化財保護審議委員会にて承認された。 

・町内小学校向けに、「町の縄文時代」や「前原の不

整合」などの出前授業を４回実施した。 

③文化・芸術活動の振興 

具体的事業 成果及び課題 

ア 文化会館等を活用した文化芸術活動の推

進 

・文化会館を会場に文化・芸術体験事業（コ

ンサート等）の実施 

・文化会館を会場に、文化・芸術体験事業（コンサ

ート及び伝統芸能体験会）を各 1回実施した。コン

サートには一般の方約 800名、体験会には町内小学

５・６年生 149名が鑑賞した。どちらも、大好評だ

った。  

イ 文化芸術活動等への支援及び文化団体同

士等の交流を促進し発表機会の充実 

・文化団体連合会加盟団体の活動支援 

・コロナ禍の影響で文化団体連合会加盟団体へ充分

な活動支援が実施できなかった。今後、必要に応じ

て、活動支援を継続したい。 
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５ 「ひと」が輝くまちづくり 

①人権・同和対策の推進 

具体的事業 成果及び課題 

ア 同和問題をはじめとした、あらゆる人権

問題を解決するための人権教育・人権啓発

活動の推進 

・人権・同和問題研修会の開催 

・人権・同和問題の正しい知識の周知 

・人権・同和問題の啓発パンフレットを購入し、町

内児童生徒教職員へ配付した。 

・研修会は、コロナ禍のため開催を見送った。 

イ 差別意識や偏見解消のため、正しい知識・

理解を深める研修会等の啓発事業の推進 

・啓発品の配付 

・人権標語・人権作文を児童生徒より募集し、優秀

作品を表彰した。 

・入賞標語入りの啓発品を購入、児童生徒へ配付した。 

ウ 教職員が人権問題を意識し、子供たちが

主体的に行動できる教育の推進 

・教職員向け研修会の実施 

・夏季休業中に教職員向け研修会を実施し、実際の

授業や教育活動の場面でどのように指導や評価をす

ればよいのか実践的な研修を実施し、人権教育への

意識と専門性を向上させることができた。 

②男女共同参画社会の実現 

具体的事業 成果及び課題 

ア 男女平等を実現する啓発活動の推進 

・主に青少年向けに啓発物品の配付 

・令和５年３月、町内小中学校向けに、令和４年度

の人権標語最優秀作品を明記した啓発物品を配付。 

イ セクシャルハラスメントやＤＶ等の防止

活動の推進 

・セクシャルマイノリティ等の知識の周知 

・広報の啓発記事の掲載 

・コロナ禍で研修会が開催困難なため、周知活動等

はできなかった。 

・外部で開催される研修や講演会などの情報を整理

し、発信するなど検討していきたい。 

・町報啓発記事の内容について検討したが、今年度

は未掲載だった。今後、必要に応じて掲載したい。 

ウ 教職員への研修機会の確保 

・教職員向け研修会の実施 

・実践的な研修機会を計画し、特に若手教職員の育

成を図った結果、積極的かつ精力的な研究授業を実

施し、指導力の向上を図ることができた。 

③国際理解教育・国際交流の推進 

具体的事業 成果及び課題 

ア 地域の外国人と交流し異文化理解を深め

る活動の推進 

・総合的な学習の時間における国際理解の授

業実施 

・各校、総合的な学習の時間において外国の文化や

歴史等に関する課題解決的な探究学習を実施し、国

際理解教育を充実させることができた。 

イ 外国の学校の生徒たちとの交流 

・英語科、外国語科、総合的な学習の時間、

外国語活動における国際理解の授業実施 

・１年生英語科の授業で、タイのパンヤピワット経

営大学の学生との交流会を実施した。生徒たちは臆

することなく自分から英語を使って自己紹介したり、

ジェスチャーを交えて対話したりする姿がみられた。

また２年生の英語科の授業でも、交流会を実施した。

英語でどう表現すればよいのか考えながら、楽しそ

うに、交流する姿が見られた。この経験を通して、

国際交流により興味・関心を高めることができた。 

ウ 修学旅行等における外国人との交流 

・中学３年生の修学旅行時の留学生派遣事業

の実施 

・中学校修学旅行の京都班別自由行動の際、生徒の

グループに外国人留学生が同行し、京都の町を散策

しながら、生徒全員と英語でコミュニケーションす

る体験活動を創出した。生徒たちは必然的に英語を

使ったり、日本の歴史や文化について改めて考えた

りする機会を持つことができた。 
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評価者：早稲田大学人間科学学術院 教授 扇原 淳 氏 

 
 「重点施策の点検評価」について、評価者から以下の意見を頂きました。 
 
１ 確かな学力と自立する力の育成 
 授業でのタブレットの活用を積極的に取り組んだことの成果として、実証実験を行っ

たことは高く評価できます。学習内容の確実な定着や個別最適な学びの推進について
は、今後も継続していただきたいと思います。なお、これらの成果については、保護
者や住民とも共有し、学校関係者と対話する機会の創出をのぞみます。 

 学校司書・図書支援員の活用による学校図書館教育の充実の試みによって、図書室の
図書利用割合が前年度比で 120％となったことは、注目に値します。今後は、どのよ
うな属性の子供たちが利用しているのか、学習や生活とどのように結びついているの
かについて検討していただきたいと思います。 

 「皆野町の 12 年間を見通した教育課程イメージ」を設定し、発達段階や系統性に留
意しつつ、教職員の共通理解を図ったことは素晴らしい試みであったと考えます。今
後も、幼稚園、小中学校一貫キャリアカリキュラム（みなの学）の整理・体系化を推
進し、真にグローカルに活躍する人材育成モデルの構築を期待します。 

 
２ 豊かな心と健やかな体の育成 
 不登校生徒数の減少に結び付いた中学校でのサポートルーム（SR）開設は、初年度か

ら成果を上げています。今後も不登校・不適応生徒の心に寄り添い、自立へ向けた支
援の継続・充実をのぞみます。 

 基本的生活習慣の確立は、家庭との連携が重要です。家庭の意識が二極化しているこ
とについては、みなの教育プランリーフレット等を活用し、地域保健の観点から保健
師と連携した取り組みを期待します。 
 

３ 質の高い教育環境の整備 
 ICTを活用した学力の向上や教職員の働き方改革については、今後も継続して推進し

て欲しい。教職員が授業・教材づくりに専念する時間や児童生徒との対話に時間的に
も精神的にも余裕をもって対応できることから、DXを強力に推進していただきたいと
思います。 

 
４ 伝統文化継承と文化財保護・活用の推進 
 伝統文化体験事業として、落語と紙切り、狂言の鑑賞会が好評であったことは大変喜

ばしいことだと思います。「みなの学」を構成する要素として、地域と連携しながら
体系的かつ有機的にカリキュラムに位置づけることを期待します。 

 町指定無形民俗文化財「奈良尾の獅子舞」を対象とした記録保存の動画は、地域の歴
史文化の記録を後世に伝える意味でとても重要です。今後は、記録媒体に保存し、活
用するだけでなく、YouTube等を活用し、広く世界に公開することを検討していただ
きたいと思います。 

 
５ 「ひと」が輝くまちづくり  
 コロナ禍にあって、タイ、オーストラリア、カザフスタンの高校生、大学生と対面で

の交流や京都での修学旅行での外国人学生との交流は、子どもたちの貴重な経験にな
ったと考えます。「みなの学」構想と結びついた国際理解教育の取り組みについて
は、民泊なども活用しながら、学校・地域の国際化に貢献することを期待します。 

６ 点検評価の結果 


